
インフルエンザ予防接種助成の対象範囲が広がります。
　インフルエンザ予防接種助成の対象者に任意継続組合員及びその被扶養者（以下「任継組合
員等」といいます。）が加わります。
　なお、任継組合員等の助成金額及び請求手続き等については、次のとおりとなります。
❶助成金額
　1人1,000円とし、1年度内1回を限度に助成します。
　ただし、インフルエンザ予防接種費用が1,000円未満の場合は助成対象外とします。

❷請求手続き
　接種年月日・接種者氏名・自己負担額・予防接種の種類が明記された医療機関発行の領収書（原本）
又は当該医療機関の証明を受け、インフルエンザ予防接種助成金請求書に必要事項を記入のうえ、直接共済組合に
提出してください。
　また、助成金額については、退職後の指定金融機関に送金します。（毎月15日締め切り、翌月末送金予定）
※在職中の組合員及びその被扶養者の請求手続きについては、従来どおりです。

❸インフルエンザ予防接種助成金請求書
　本組合ホームページ（http://www.saitama-ctv-kyosai.net）からダウンロードするか又は福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

平成27年度から変更する福祉課の主な事業について

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

共済組合ホームページ　http://www.saitama-ctv-kyosai.net/

※ 左記、例のように利用券の新規作成分より続柄記入欄を削除しておりますので、
既にお持ちの利用券についても、続柄コードの記入は不要となります。なお、従
来どおり記入があっても差し支えありません。
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■ 市町村名又は一部事務組合名をご記入ください。

■ 組合員本人の氏名をご記入ください。

■ 組合員証に記載されている【埼】から始まる番号を
右詰めでご記入ください。

■ 組合員証に記載されている番号を右詰めで
ご記入ください。

■ 施設をご利用する日をご記入ください。

■ 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

■ 利用券を使用する方の生年月日をご記入ください。

1所属所名

2組合員氏名

3所属所番号

4組合員証番号

5利用年月日

6利用者名

7利用者生年月日

レクリエーション施設利用券の記入方法

2

【組合員証（表面）】

埼９９９

平成27年 4月27日交付

43 埼９９９

平成27年 4月27日交付

44

平成27年 4月 1日

昭和59年 4月13日

レクリエーション施設の利用補助制度のお知らせレクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設のののののののののののののののの利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度ののののののののののののののののお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ
施設区分 平成26年度まで 平成27年度より
キャンプ場 指定施設の中から年度1回 指定施設の中から年度3回

▶ レクリエーション施設（キャンプ場）の利用限度回数が3回に増えました！

①利用資格者 利用日現在、組合員及び被扶養者である方
（本組合から組合員証等を発行されている方）

②利用回数制限（1年度内）

施設区分 利用限度回数
レジャー施設等 1施設につき1人1回

ゴルフ場・潮干狩り場 指定施設の中から1人1回
キャンプ場・映画館・日帰り温泉 指定施設の中から1人3回

▶ レクリエーション施設使用時の注意点
※  利用可能な施設については、
「共済事業のあらまし」又は共
済組合ホームページ（最新情
報）でご確認ください。利用券
裏面にある施設一覧について
は、最新のものでない場合が
ありますのでご注意ください。

共済だより
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